
平成 26年 10月 23日 

最高裁判所 事務総局 広報課長 様 

 

最高裁判所職員の服務規程違反について 

（情報提供と「公開質問票」に対する回答要求） 

 

和モガ 

前 略 

 私は「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」というホームページと「和モガ」というブログ

を管理運営している者です。「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」というのは、小沢一郎

氏を強制起訴議決した東京第五検察審査会に開示請求した資料及びそれを検討したものをまと

めた資料サイトで、調べた内容を考察、書きとめたものが「和モガ」ブログです。 

この資料サイトとブログはＦＣ２という無料レンタルサーバー上に作っていますが、ＦＣ２にはど

こからアクセスがあったかを調べるアクセス解析機能があります。少し前からサイトとブログにこ

の解析用のタグを設置していました。 

 さて、今年の 9 月に入り、このアクセス解析で「資料－１」の通り「courts.go.jp」からアクセスがあ

るのに気付きました。「go.jp」というのは日本の政府機関を表し、「courts」は裁判所を表します。

裁判所のトップページは「www.courts.go.jp/」ですから、裁判所に設置されたパソコンからアクセ

スされていると思われました。そこで、ホストのＩＰアドレスからアクセス元の組織名を調べると案

の定、「最高裁判所」と表示されます。 

これらを、過去 3 ヶ月に渡って調べたものが「資料－２」です。最高裁判所内で勤務時間中にイ

ンターネットに接続し、業務と全く関係のないサイトに頻繁にアクセスしていることが分かります。

しかも、アクセス解析では２つの異なるプロキシサーバーが表示されますので、２つのアクセス元

があるということになります。また、アクセスしているのは資料サイトとブログだけではないと思わ

れます。実は最高裁から頻繁なアクセスがあるとネットに公表しましたが、それを公表したのは私

が管理する資料サイトやブログではなく、「阿修羅」というネット掲示板です。9月 28日の日曜日、

18：32：11 にその内容を投稿したところ、次の月曜日の 8：28：13 にアクセスがあったきりで、それ

を最後にピタリと止まっています。このため、勤務時間中に職務に専念することなく、ネット上を徘

徊して遊んでいるのではないかと思われます。 

国家公務員には職務専念義務がありますが、長期に渡ってこの服務規程を逸脱している職員

がいることになります。つきましては、資料－１、資料－２に基づき、閲覧者を特定し是正されま

すよう、すみやかな対応をお願いします。 

また、閲覧先のサイト管理人として閲覧者等に関する情報を知る権利があると考えています。

つきましては、別記「公開質問票」について貴課で調査の上、明らかにして頂くよう要求しますの

で、11月 7日必着で回答方よろしくお願い致します。 

草 々 



「別記」 

「公 開 質 問 票」 

 

以下の７項目について 11月 7日必着で回答をお願いします。 

 

（１） proxy11および proxy12による弊サイトおよびブログの全ての閲覧者の

所属部署名、役職および氏名。 

公表指針では個人が識別されない内容での公表になっていますが、

閲覧先サイトの管理人は氏名を知る権利があると考えます。これによ

り、弊サイトやブログおよび他のサイト等に実名を公表することはあり

ません。 

 

（２） 項目（１）における閲覧者の平成 22年 9月 14日時点（小沢一郎氏の起

訴議決日）における所属部署名と役職 

 

（３） ２つのホストの閲覧者の関係性（何らかの繋がりがあるかどうか） 

 

（４） 閲覧者の閲覧目的 

 

（５） 弊サイトおよびブログ以外に頻繁に閲覧していた他サイト等があれば

そのサイト名 

 

（６） 資料－２の範囲外において、弊サイトおよびブログを閲覧していた期間

およびその頻度 

 

（７） 閲覧者の処分内容と処分年月日 

 

以上 



「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」および 
「和モガ」ブログへの最高裁判所からのアクセス 

 

 

 

 

 

 

  

クリックすると IP アドレ

スが分かる。 

「．ｇｏ．ｊｐ」だから日本の政府機関だと分かる。ちな

みに裁判所のホームページは「www.courts.go.jp/」 

FC2アクセス解析 

アクセスタイムより勤務時間

中に見ているのが分かる。 

資料－１ 

http://www.courts.go.jp/


 

proxy11.courts.go.jp の IP アドレ

スを入力して検索。 

検索結果。 

最高裁判所 

IPアドレスを入力すると組織名等を教えてくれる。 

ＩＰアドレス解析 

101.110.30.195が含まれる。 

検索結果。 

101.110.30.227が含まれる。 

最高裁判所 

proxy12.courts.go.jp の IP アドレ

スを入力して検索。 



アクセス時間 回数 アクセス時間 回数

H26.6.9 月

H26.6.13 金 12:04:06 25

H26.6.30 月 9:12:01 25

H26.7.29 火 11:22:21 11 7:49:18 25

H26.8.1 金 9:21:06 25

H26.8.19 火 8:38:36 1

H26.8.26 火 8:41:22 25

H26.9.4 木 10:04:21 25

H26.9.8 月 8:40:09 1 14:14:56 28

H26.9.9 火
8：28：06
15：55：18

2

H26.9.10 水

H26.9.12 金 11:34:27 74 16:52:42 26

H26.9.16 火 9:38:02 52 10:32:21 26

H26.9.22 月 14:42:44 25

H26.9.24 水 8:17:02 7

H26.9.25 木 8:16:55 1 8:31:43 2

H26.9.26 金
7：31：12
11：17：40

6

H26.9.28 日

H26.9.29 月 8:28:13 13

H26.9.30 火

延べ11日 223 延べ10日 202

「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」および
「和モガ」ブログへの

最高裁判所からのアクセス状況

合計

審査を申立てた「小沢第五検審事件」に不起訴相当議決が出る

これ以前のデータはFC2で消去した模様

Ｈ26.10.9現在

以後、アクセスなし

proxy11.courts.go.jp proxy12.courts.go.jpホスト名

年月日

「阿修羅」掲示板に最高裁判所からのアクセスがあることを投稿

資料－２ 


